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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂のマトリックス中に、該熱可塑性樹脂よりも融点の高い長さ６～１０ｍｍ
のＰＥＴ繊維又はナイロン６６繊維が分散している樹脂成形品であって、樹脂成形品は燃
料にさらされる燃料系部品であることを特徴とする樹脂成形品。
【請求項２】
　熱可塑性樹脂は、トルエン／イソオクタン／エタノールの混合体積比が４５／４５／１
０の組成の試験燃料に対する６５℃での燃料透過係数が１．０×１０-11ｍ3・ｍ／ｍ2／
ｓｅｃ／ＭＰａ以下である請求項１記載の樹脂成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂組成物並びに樹脂成形品及びその製造方法に関し、特に燃料にさらされ
る燃料タンク等の燃料系部品に適するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用の樹脂製の燃料タンクには、ブロー成形にて一体形成したものと、射出成形に
て二分割形成した分割成形体どうしを溶着部で溶着してなるものがあるが、いずれにして
も耐燃料バリア性と耐衝撃性とを両立させる必要がある。
【０００３】
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（１）ブロー成形にて一体形成した燃料タンクにおいては、複数層のパリソンを用いるこ
とで複数層構造を容易に実現できるので、耐衝撃性に優れるが燃料バリア性に劣る高密度
ポリエチレン（ＨＤＰＥ）樹脂よりなるベース層と、燃料バリア性に優れたエチレン－ビ
ニルアルコール（ＥＶＯＨ）共重合体樹脂よりなるバリア層とを積層した多層構造体が検
討されている（特許文献１、２）。しかし、ブロー成形による燃料タンクは、射出成形と
比べると生産性が劣るとか、形状自由度に限界があるとか、ブロー成形で端末を挟みつぶ
すピンチ部やバルブ等の部品を取り付けるために加工する取付穴部等の特殊部位でバリア
層が不連続となり一般部位と比べて燃料透過が増えるとかという問題があった。
【０００４】
（２）他方、射出成形にて二分割形成した分割成形体どうしを溶着部で溶着してなる燃料
タンクにおいては、ブロー成形と比べると生産性に優れ、特殊部位でも一般部位と比べて
燃料透過がさほど変わらないという利点がある。しかし、射出成形では複数層構造の実現
が困難なので、単層で燃料バリア性と耐衝撃性とに優れた射出成形材料を採用することが
重要となる。これまでのところ、射出成形材料としては主にナイロン６、ナイロン１２が
検討されているが（特許文献３）、メタノールやエタノールなどのアルコールを含む燃料
の透過が大きいという問題があった。また、最近では、燃料バリア性に優れるが耐衝撃性
に劣るポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）樹脂と、耐衝撃性を増すオレフィン系樹脂と
のブレンドも検討されているが（特許文献４）、射出成形における流動性が不足するとい
う問題があった。
【特許文献１】特開平６－３４００３３号公報
【特許文献２】特開平６－１９１２９６号公報
【特許文献３】実願昭６１－８９１８８号（実開昭６２－２０９２２号）のマイクロフィ
ルム
【特許文献４】特開２００２－２２６７０７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　また、ＰＰＳ樹脂とオレフィン系高分子とのブレンドでは、長期的に見ると、図６に実
線から２点鎖線への変化で示すように、ＰＰＳ樹脂５１中のオレフィン系高分子５２に燃
料が貯蔵されて膨潤による寸法変化が起こる可能性がある。オレフィン系高分子は、耐燃
料油性に劣るため、燃料に溶解若しくは膨潤するのが一般的だからである。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決し、特定の性質（特に燃料バリア性）には優れるが耐衝撃性
に劣る熱可塑性樹脂についてその耐衝撃性を高めることにより、特定の性質（特に燃料バ
リア性）と耐衝撃性との両立を図ることができる樹脂組成物及び樹脂成形品（特に燃料系
部品）を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）参考例の樹脂組成物は、熱可塑性樹脂に、該熱可塑性樹脂よりも融点の高い又は不
融性の長さ４～２０ｍｍの有機繊維が混合されたことを特徴としている。
（２）本発明の樹脂成形品は、熱可塑性樹脂のマトリックス中に、該熱可塑性樹脂よりも
融点の高い長さ６～１０ｍｍのＰＥＴ繊維又はナイロン６６繊維が分散している樹脂成形
品であって、樹脂成形品は燃料にさらされる燃料系部品であることを特徴としている。
（３）参考例の樹脂成形品の製造方法は、熱可塑性樹脂に、該熱可塑性樹脂よりも融点の
高い長さ６～１０ｍｍのＰＥＴ繊維又はナイロン６６繊維を混合し、前記熱可塑性樹脂の
融点より高く且つ前記の混合したＰＥＴ繊維又はナイロン６６繊維の融点より低い成形温
度で成形することを特徴としている。
　なお、以下の説明において、「長さ６～１０ｍｍのＰＥＴ繊維又はナイロン６６繊維」
以外の繊維については参考例であり、「燃料にさらされる燃料系部品」以外の樹脂成形品
についても参考例である。
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【０００８】
ａ：熱可塑性樹脂
　熱可塑性樹脂としては、特に限定されないが、好ましいものとして次のものを例示でき
る。
（１）後述する燃料系部品の成形に適用する場合、燃料バリア性の高い熱可塑性樹脂、具
体的にはトルエン／イソオクタン／エタノールの混合体積比が４５／４５／１０の組成の
試験燃料（以下「ＣＥ１０」という。）に対する６５℃での燃料透過係数が１．０×１０
-11ｍ3・ｍ／ｍ2／ｓｅｃ／ＭＰａ以下である熱可塑性樹脂が好ましい。
（２）耐燃料油性に優れた熱可塑性樹脂、具体的には６５℃でのＣＥ１０による飽和膨潤
量が１０質量％以下である熱可塑性樹脂が好ましい。
（３）流動性の高い熱可塑性樹脂、具体的にはＡＳＴＭ－Ｄ１２３８に従って測定したメ
ルトフローレート（ＭＦＲ）（５０００ｇ荷重）が１５ｇ／１０分以上である熱可塑性樹
脂が好ましい。
（４）種類としては、ポリアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、ケトン樹脂、ポリアミド
樹脂及びフッ素系樹脂の群から選ばれる１種（単体）又は２種以上のブレンドであること
が好ましい。
（５）前記（１）（２）（３）の何れか一つ又は二つ以上の条件を満たす前記（４）の種
類の熱可塑性樹脂がより好ましく、その幾つかの例を表１に示す。
【０００９】
【表１】

【００１０】
なお、表１中の燃料透過係数は、市販の差圧式ガス透過率測定試験機（ＧＴＲテック株式
会社製：型番ＧＴＲ－３０ＸＶＴ）を使用して測定した。図３に示すように、同試験機の
恒温槽３１内に一定温度下にセットされた試料台３２の焼結金属３８上に試験膜Ｓをセッ
トし、試験膜Ｓの周囲を押さえる液封用治具３３を試料台３２にボルト止めする。次に、
試験膜Ｓの上に試験燃料ＦとしてのＣＥ１０を注ぎ、液封用治具３３の上蓋３４を閉める
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。こうして試験膜Ｓの上面を試験燃料Ｆにさらし、試験膜Ｓの下を真空ポンプ３５で減圧
し、この状態のまま一定温度下で放置して試験膜Ｓを定常化させる。定常化後、一定時間
当たりに試験膜Ｓを透過した試験燃料Ｆを計量管３６を介してトラップし、ガスクロマト
グラフ３７に注入してピークを検出し定性・定量した。定量は、予めガスクロマトグラフ
３７に規定量のＣＥ１０中の各々の成分を注入してピークを検出し、各成分量とピーク面
積との関係を示す検量線を求めておき、この検量線に前記一定時間当たりの透過によるピ
ークを当てはめて行った。
【００１１】
ｂ：繊維
　繊維としては、前記のとおり熱可塑性樹脂よりも融点の高い又は不融性の長さ４～２０
ｍｍの繊維である。熱可塑性樹脂よりも融点の高い又は不融性の繊維としたのは、熱可塑
性樹脂の溶融に対して繊維形態を保つためである。また、長さ４～２０ｍｍの繊維とした
のは、４ｍｍ未満であると耐衝撃性を高める効果が低下し、２０ｍｍを越えると成形品の
外観が低下する傾向があるからである。より好ましくは、長さ６～１０ｍｍの繊維である
。繊維について、その他は特に限定されないが、好ましいものとして次のものを例示でき
る。
（１）有機繊維又はカーボン繊維であること。その他の繊維（例えばガラス繊維）は、採
用可能ではあるが、除いてもよい。
（２）有機繊維の種類としては、セルロース繊維、ポリアミド繊維、ポリエステル繊維、
ポリビニルアルコール系繊維、ポリ塩化ビニル系繊維、ポリ塩化ビニリデン系繊維、ポリ
オレフィン系繊維、ポリウレタン系繊維、ポリアルキレンパラオキシベンゾエート繊維及
びポリテトラフルオロエチレン繊維の群から選ばれる１種（単体）又は２種以上の混合で
あることが好ましい。その幾つかの例をカーボン繊維とともに表２に示す。
【００１２】
【表２】

【００１３】
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ｃ：熱可塑性樹脂と繊維との組み合わせ
（１）不融性の繊維は、どのような熱可塑性樹脂にも混合できる。
（２）熱溶融性の繊維は、より融点の高いどのような熱可塑性樹脂にも混合できる。
（３）具体的な組み合わせとして、表３の左欄の熱可塑性樹脂と右欄の繊維との組み合わ
せを例示できる。
【００１４】
【表３】

【００１５】
ｄ：その他の添加物
　熱可塑性樹脂には、繊維の他に添加物を添加してもよく、次のものを例示できる。
（１）酸化防止剤
（２）改質剤：カップリング剤、可塑剤、結晶核剤、金属石鹸、離型剤、着色防止剤、滑
剤、紫外線防止剤、着色剤、難燃剤、発泡剤などの通常の改質剤を配合することができる
。
（３）充填材
【００１６】
ｅ：樹脂組成物の混合比率
　樹脂組成物の混合比率は、繊維が５～５０質量％で、熱可塑性樹脂とその他の添加物が
残部であることが好ましい。繊維が５質量％未満であると、耐衝撃性を高める効果が低下
し、繊維が５０質量％を越えると、成形加工性（外観・溶着性）が低下する傾向があるか
らである。より好ましくは、繊維が２０～４０質量％である。
【００１７】
ｆ：樹脂組成物の製造方法
　樹脂組成物の製造方法（熱可塑性樹脂と繊維との混合方法）は、特に限定されないが、
次に例示する方法が好ましい。図１（ａ）に示すように、樹脂押出機先端に取り付けたク
ロスヘッド８に、溶融した熱可塑性樹脂１を供給するとともに、多数本の連続状の繊維２
を供給する。該繊維２の供給は、多数本のモノフィラメントからなる繊維束（糸）２ａを
ボビン９に巻いておき、該ボビン９から複数本の繊維束２ａを送る等して行うことができ
る。クロスヘッド８から、引き揃えられた多数本の繊維に熱可塑性樹脂がコーティングさ
れた状態の長尺体３を押し出し、該長尺体３を所定の長さ（この長さが繊維の長さとなる
。）のペレット４にカットすることにより、ペレット状の樹脂組成物を得ることができる
。また、このペレット４を射出成形機等の混練機で溶融及び混合することにより、溶融状
の樹脂組成物を得ることができる。
【００１８】
ｇ：繊維の分散状態
　図１（ｂ）は、溶融状の樹脂組成物又はそれにより成形された樹脂成形品におけるミク
ロ組織を模式的に例示する拡大図であり、熱可塑性樹脂１のマトリックス中に繊維２がモ
ノフィラメント単位に分離して分散した状態（モノフィラメントの一部が互いに部分的に
絡み合っていてもよい。）を示している。このような分散状態が好ましいと考えられる。
繊維２は熱可塑性樹脂１よりも融点の高い又は不融性のものなので、熱可塑性樹脂１の溶
融にも拘わらず繊維形態を保っている。また、前記のとおり繊維２の繊維長が４ｍｍ以上
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であると、同図に示されているように、絡み合いが多くなる。このように繊維２が分散し
ていると、樹脂成形品に衝撃力が加わったときに、熱可塑性樹脂１のマトリックスと繊維
２との間の摩擦により衝撃エネルギが吸収されて、耐衝撃性が高くなるのでないかと推定
される。特に繊維２の繊維長４～２０ｍｍの長繊維であると、その摩擦も多くなり、また
絡み合いが多くなることも相俟って耐衝撃性がより高くなるものと考えられる。
【００１９】
ｈ：樹脂成形品
　樹脂成形品は、特定用途の物品に限定されず、自動車の部品・内装品、電気電子装置の
部品・ケース、機械装置の部品・ケース、室内装置品の本体・ケースなど、各種用途の樹
脂成形品に実施することができる。とりわけ、燃料バリア性に優れた熱可塑性樹脂に繊維
を混合することにより、燃料バリア性と耐衝撃性とが両立するので、燃料にさらされる燃
料系部品に好ましく適用することができる。燃料系部品としては、燃料タンク、バルブ、
燃料ホース、燃料ホース継ぎ手、燃料ポンプ、燃料ポンプハウジング、キャニスター等を
例示でき、特に燃料タンクに適する。
【００２０】
ｉ：成形方法
　樹脂成形品の成形方法としては、特に限定されないが、溶融成形（射出成形、射出プレ
ス成形等）、ブロー成形、押出成形、スタンピング成形、真空成形、圧空成形、スラッシ
ュ成形、圧縮成形等を例示できる。特に燃料系部品の場合は溶融成形が好ましい。
【００２１】
ｊ：成形温度
　樹脂成形品の成形方法は、上記のとおり前記熱可塑性樹脂の融点より高く且つ前記繊維
の融点より低い成形温度であるが、好ましくは前記熱可塑性樹脂の融点より１０～５０℃
高く且つ前記繊維の融点より２０～３０℃以上低い成形温度である。熱可塑性樹脂の溶融
を確実にするとともに、繊維の溶融を確実に防ぐためである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の樹脂組成物並びに樹脂成形品及びその製造方法によれば、特定の性質には優れ
るが耐衝撃性に劣る熱可塑性樹脂についてその耐衝撃性を高めることで、特定の性質と耐
衝撃性との両立を図ることができる。特に、燃料バリア性に優れた熱可塑性樹脂を用いた
樹脂組成物及び燃料系部品によれば、燃料バリア性には優れるが耐衝撃性に劣る熱可塑性
樹脂についてその耐衝撃性を高めることで、燃料バリア性と耐衝撃性との両立を図ること
ができ、もって溶融成形（射出成形、射出プレス成形等）による単層の燃料系部品を実現
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図２は、燃料バリア性及び流動性の高い熱可塑性樹脂に、該熱可塑性樹脂よりも融点の
高い又は不融性の繊維を混合してなる樹脂組成物を用いて製造された燃料タンクを示して
いる。ミクロ的には、前出の図１（ｂ）のように、熱可塑性樹脂のマトリックス中に繊維
がモノフィラメント単位に分離して分散している。この燃料タンクは、射出成形にて二分
割形成した分割成形体としての、下面が開口した倒立有底カップ状のアッパシェル１０と
、上面が開口した有底カップ状のロアシェル２０とを、溶着部３０で溶着してなるもので
ある。アッパシェル１０及びロアシェル２０の一般部の肉厚は約４ｍｍであり、内寸法は
幅約４００ｍｍ×奥行約６００ｍｍである。アッパシェル１０の下面開口から内天面まで
の深さは約１５０ｍｍであり、ロアシェル２０の上面開口から内底面までの深さは約１５
０ｍｍである。溶着部３０は、アッパシェル１０の下端面１１（図示例では周縁を外方に
突出させたフランジ１２を伴う）と、ロアシェル２０の上端面２１（同じくフランジ２２
を伴う）とを突き合わせた部位である。アッパシェル１０の上面（一般部）には取付穴１
３が形成され、該取付穴１３にはポンプモジュール１４の取付板１４ａがあてがわれ、ロ
ックリング１５によりガスケット（図示略）を介して締め込みされている。
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【００２４】
　この燃料タンクは、次の工程順で製造される。
（１）前記樹脂組成物を、前記熱可塑性樹脂の融点より高く且つ前記繊維の融点より低い
成形温度にて、アッパシェル用の成形型に射出してアッパシェル１０を射出成形し、ロア
シェル用の成形型に射出してロアシェル２０を射出成形する（図２（ａ））。
（２）アッパシェル１０の下端面１１とロアシェル２０の上端面２１とを熱板加熱して突
き合わせ（熱板溶着）、溶着部３０を形成する（図２（ｂ）（ｃ））。
（３）アッパシェル１０の取付穴１３（射出成形時に形成されるが、該成形後の穴あけ加
工でもよい。）に、ポンプモジュール１４の取付板１４ａをロックリング１５により取り
付ける（図２（ｂ））。
【００２５】
　本実施形態の燃料タンクによれば、次の作用効果が得られる。
（Ａ）前記樹脂組成物を用いてアッパシェル１０及びロアシェル２０を射出成形するので
、生産性が高い。また、前記のとおり流動性の高い熱可塑性樹脂を用いるので、成形性に
優れ、欠肉が生じないとともに、衝撃特性や引張り強さが確保される。
（Ｂ）燃料バリア性（特にガソリン、アルコールに対するバリア性）の高い熱可塑性樹脂
を用いてアッパシェル１０及びロアシェル２０を射出成形するので、一般部における燃料
透過を抑制することができる。また、溶着部３０においても該熱可塑性樹脂どうしが融合
した構造となるため、溶着部３０の燃料バリア性は一般部と同等であり、燃料透過を抑制
することができる。
（Ｃ）長さ４～２０ｍｍの繊維が分散していることにより耐衝撃性が増すので、耐衝撃性
に優れた燃料タンクを得ることができる。
【実施例】
【００２６】
　次の表４に示すとおり、実施例１～８及び比較例１～４の各樹脂組成物により樹脂成形
品としての燃料タンクを成形し、性能を測定及び比較した。
【００２７】
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【表４】

【００２８】
　実施例１及び実施例２を例にとりその詳細を説明すると、前述した図１（ａ）に示す方
法により、燃料バリア性の高い熱可塑性樹脂としてのＰＯＭ樹脂に、繊維としての長さ６
ｍｍのＰＥＴ繊維を３０質量％混合した樹脂組成物のペレットを作成した。より具体的に
は、図１（ａ）に示す繊維の供給は、１９２本のモノフィラメントからなる繊維束（糸）
２ａ（１６７０ｄＴＥＸ）の１２本をクロスヘッド８に送って行った。このペレットを射
出成形機（図示略）の混練機で溶融及び混合して型に射出して前記燃料タンクのアッパシ
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ェルとロアシェルを成形した。成形温度はＰＯＭの融点より高く且つＰＥＴの融点より低
い約２００℃である。
　実施例３は、ナイロン６樹脂にナイロン６６繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温
度はナイロン６の融点より高く且つナイロン６６の融点より低い約２４０℃である。
　実施例４は、ＰＯＭ樹脂にナイロン６６繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度は
ＰＯＭの融点より高く且つナイロン６６の融点より低い約２００℃である。
　実施例５は、ＰＢＴ樹脂にナイロン６６繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度は
ＰＢＴの融点より高く且つナイロン６６の融点より低い約２４０℃である。
　実施例６は、ＰＢＴ樹脂にアラミド繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度はＰＢ
Ｔの融点より高く且つアラミドの融点より低い約２４０℃である。
　実施例７は、ナイロン６樹脂にアラミド繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度は
ナイロン６の融点より高く且つアラミドの融点より低い約２４０℃である。
　実施例８は、ＰＰＳ樹脂にアラミド繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度はＰＰ
Ｓの融点より高く且つアラミドの融点より低い約２４０℃である。
【００２９】
　比較例１は、繊維を混合しないＰＯＭ樹脂単体であり、成形温度は２００℃である。
　比較例２は、ＰＰＳ樹脂にオレフィン系ゴムとしてのエポキシ変性ポリエチレン及びエ
チレン－αオレフィン共重合体を総量３０質量％混合した樹脂組成物であり、成形温度は
３００℃である。
　比較例３は、ＰＢＴ樹脂にＰＥＴ繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温度はＰＢＴ
の融点より高く且つＰＥＴの融点より高い約２５０℃である。
　比較例４は、ナイロン６樹脂にナイロン６６繊維を混合した樹脂組成物であり、成形温
度はナイロン６の融点より高く且つナイロン６６の融点より高い約２６０℃である。
【００３０】
　そして、実施例３，４，５及び比較例２，３における繊維長、繊維量、ペレットの作成
方法、及びシェルの成形方法は実施例１と同様であり、比較例１におけるシェルの成形方
法も実施例１と同様である。
【００３１】
　また、実施例１～８及び比較例１～４の各樹脂組成物及び各成形温度により、燃料透過
量の測定用試験片とアイゾット衝撃強度の測定用試験片とを成形し、燃料透過量とアイゾ
ット衝撃強度とを測定した。また、燃料に対する飽和膨潤時の寸法変化率を測定した。こ
れらの測定方法は後述のとおりである。これらの測定結果を上記の表４に示す。
【００３２】
［アイゾット衝撃強度の測定］
　射出成形したテストピースに後加工してノッチを付け、ＡＳＴＭ－Ｄ２５６に従って、
温度雰囲気－４０℃で、ノッチ付アイゾット衝撃強度を測定した。
［燃料透過量の測定（カップ法）］
　カップ法とは、図４に示すようなフランジ付きのカップ（内径：３４ｍｍ、カップ内高
さ：２５ｍｍ）４０に、試験燃料Ｆを１７ｍｌ投入し、フランジ部４１に試験片Ｓを載せ
、さらに、金網４２を介して押えリング４３で押さえて、ボルト４４でセットし、続いて
、このカップ組立体を反転させて、試験燃料Ｆの逸散量を経時測定する方法である。試験
燃料ＦはＣＥ１０とし、６５℃にて測定した。数値は、１ｍｍ厚に換算したときの値であ
る。
［飽和膨潤時の寸法変化率の測定］
　６５℃のＣＥ１０に２０００時間浸漬した前と後における、テストピース（ＩＳＯ３１
６７に規定される多目的試験片タイプＡ中央部）の幅方向の寸法を測定し、寸法変化率を
求めた。
【００３３】
　表４のとおり、比較例１は燃料バリア性には優れるが耐衝撃性に劣り、比較例２は飽和
膨潤による寸法変化が大きいのに対し、実施例１～８は燃料バリア性、耐衝撃性及び耐飽
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和膨潤性のいずれにおいても優れている。また、比較例３，４は、熱可塑性樹脂よりも融
点の高い繊維を混合したにもかかわらず、繊維の融点より高い成形温度で射出成形したこ
とで、耐衝撃性に劣る結果となった。繊維が一旦溶融すると、繊維としての形態が残らず
に、マトリックスと融合してしまうため、耐衝撃性を高める作用が発現しなくなるものと
考えられる。
【００３４】
　次に、実施例２の樹脂組成物（ＰＯＭ樹脂（コーポリタイプ）＋ＰＥＴ繊維）のＰＥＴ
繊維量を２０、３０、４０質量％と変えた樹脂組成物を改めて作成し、成形温度約２００
℃にて測定用試験片を成形し、アイゾット衝撃強度を測定した。その測定結果を次の表５
に示す。ＰＥＴ繊維量２０～４０質量％のいずれの場合においても高い衝撃強度が得られ
、３０質量％の場合に最も高い衝撃強度が得られた。この３０重量％の場合の測定用試験
片の破断面の顕微鏡写真を図５に示す。
【００３５】
【表５】

【００３６】
　次に、実施例２の樹脂組成物（ＰＯＭ樹脂（コーポリタイプ）＋ＰＥＴ繊維）のＰＥＴ
繊維長を３、６、９ｍｍと変えた樹脂組成物を改めて作成し、成形温度約２００℃にて測
定用試験片を成形し、アイゾット衝撃強度を測定した。その測定結果を次の表６に示すと
おり、ＰＥＴ長３～６ｍｍのいずれの場合においても高い衝撃強度が得られ、６ｍｍ以上
の場合に特に高い衝撃強度が得られた。
【００３７】
【表６】

【００３８】
　なお、本発明は前記実施形態・実施例に限定されるものではなく、例えば以下のように
、発明の趣旨から逸脱しない範囲で適宜変更して具体化することもできる。
（１）アッパシェル１０及びロアシェル２０を射出プレス成形すること。
（２）本発明の樹脂組成物を用いて、燃料タンク以外の各種用途の樹脂成形品を溶融成形
すること。
（３）本発明の樹脂組成物を用いて、溶着部を有しない樹脂成形品を溶融成形すること。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の樹脂組成物を示し、（ａ）はペレットの製法を示す概略図、（ｂ）は樹
脂組成物の拡大図である。
【図２】実施形態に係る燃料タンクの断面図である。
【図３】燃料透過量の測定方法を示す概略図である。
【図４】燃料透過量の別の測定方法を示す概略図である。
【図５】実施例２のアイゾット衝撃試験で破断した測定用試験片の破断面の顕微鏡写真で
ある。
【図６】従来例の樹脂組成物の概略図である。
【符号の説明】
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【００４０】
　　１　　熱可塑性樹脂
　　２　　繊維
　　４　　ペレット
　１０　　アッパシェル
　２０　　ロアシェル

【図１】 【図２】
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【図６】
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